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引越でトラブルにならないために  

見積もりは書面で確認しましょう！ 

運送事業者は、最新の「標準引越運送約款」（平成３０年改正）
に基づくルールにより引越を行います。 

また、運送事業者は、お客様に見積書を提示することになってい
ますが、電話やインターネットだけの見積もりは、打合せ不足によ
る勘違いや、行き違いによるトラブルが起こりやすいので、注意し
ましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

見積もりは無料です。 
ただし、本人が事前に了解した

場合には、下見に要した費用が掛
かる場合があります。 

なお、見積もりの際に、内金・
手付金などを支払う必要はありま
せん。 

 

 

 

解約・延期手数料は、引越荷
物の受取日の前々日で、見積運
賃等（運賃及び料金）の２０％
以内、前日で３０％以内、当日
で５０％以内です。 

既に着手した附帯サービスに
要した費用は掛かります。 

 
 

 

荷物の一部が壊れていたり大
きな傷などの発見が遅れると、
事故原因や因果関係が不明瞭と
なりますので、引越が終了した
ら、できる限り早め（３か月以
内）に荷物を確認してくださ
い。 

解約・延期手数料は… 引越後は、荷物チェックを… 

荷物の紛失や破損、料金などの引越トラブルでお困りの際は、

【すみだ消費者センター】まで相談しましょう！ 

見積もりに掛かる費用は？！… 



 

 

【相談事例】                                       

昨日、スマートフォンに「明日、注文した美顔器を 1 万５，１８０円の代金引換

配送で発送を致します。受取拒否をした場合、往復の手数料、梱包手数料、違約金

を請求することになるので絶対に受取拒否はしないで下さい！！注文していない

方やキャンセルを希望する方は、記載してあるアドレスをタップしてご連絡下さい」

と書かれたメールが届いたが、業者名や連絡先の記載は一切されていない。 

自分は美顔器を注文した覚えがない。受取拒否をすると料金を請求されてしまう

ので、記載されているアドレスから注文していないことを申し出たほうがよいか。 

【アドバイス】                     

消費者センターには葉書や封書、メールなど様々な方法を使った、架空請求の相

談が寄せられています。 

この事例は架空の取引内容を一方的にメールで送信し、消費者の不安をあおり連

絡させる手口です。 

業者が送信したメールに記載してあるアドレスをタップすると消費者の個人情

報が盗み出される可能性があるので、絶対にアドレスをタップしたり、返信メール

を送ったりするのはやめましょう。 

上記の事例では、メールの返信はせずに無視することや、万が一、商品が代引き

で届いた場合は、業者名や業者の連絡先を控えたうえで受取拒否を行うように助言

しました。 

相談者は助言に従い無視しましたが、商品が代引きで届いたり、請求を受けたり

することはありませんでした。 

 

新手の架空請求のメールにご注意！！ 


